
　世間一般では、学者、科学者、研究者という
言葉のうち、特に後者の二つの言葉をほぼ同義
語として使っているようであるが、私はこれら
には僅かではあるが違いがあると思っている。   
　私自身、これまで自分を分子生物学者と言っ
たり、ある時は科学者とか研究者と言ってみた
り、微妙に使い分けをしてきた。広辞苑を見て
みると、いずれに対しても釈然とした説明はさ
れていない。学者、科学者という見出しはある
が、研究者という語彙は見あたらない。しかし、
最近では、学者や科学者よりは研究者（員）と
いう活字を目にする方が多い。Nature誌など
に掲載されている募集広告は、専らこれである。
  話は変わるが、科学（狭義の意味での自然科
学に限定）の社会的意義や私の科学哲学につい
て意見を求められることがある。その時、私は
次のような説明から始めることにしている。
　それは、科学を目的論上、Pure Science（純
粋科学） とPractical Science（実用科学）とに
分けるとするものである。前者は、その研究
成果がどの様に役立つかなどには殆ど目もくれ
ず、ただひたすらに自然現象の原理を解明しよ
うとするものである。他方、後者は、現在もし
くは近い将来において、その研究成果が人類社
会に貢献することを強く期待されるもので、そ
こには成果の出口を見据えた応用研究（Applied 
Research）とそれを支える基礎・基盤研究
（Basic/Fundamental Research）とが包含され
るとする。
　昨今、国がその重要性を唱えている基礎科学
はどちらかといえばこちらの基礎・基盤研究の

方であって、純粋科学研究のことではないよう
である。このことの良し悪しの議論はともかく、
このように考えてると、私たちのところのよう
な実用科学主体の研究所の研究者では、これま
で以上にその意義や責任が強く問われることに
なるであろうし、その為には研究者個々の意識
改革が必要となってこよう。
  ところで、最初の科学者と研究者の話に戻し
たいのであるが、私のみるところ、科学者は純
粋科学を志向している人に比較的多く、他方、
研究者の方は実用科学をされている人に多いの
ではないかと思うのだが、如何であろうか。勿
論、科学のこのような分け方や科学者と研究者
との僅かな言葉の違いを云々するなどはナンセ
ンスであり、このような考えは独善と偏見であ
るとの謗りは免れぬところではあるが、最近の
大学や私どものような研究所を見ていると、い
わゆる一般的な研究者は多く見かけられるので
あるが、私がイメージしている科学者的な研究
者が存外少なく感じられてならないのである。
研究には厳しさがあるが、同時に夢も必要であ
る。
　最後に、私が大学生の時に出会い、今なお心
に留まっている好きな詩の一節を紹介したい。
科学者を志す者への厳しさとロマン心を詠んだ
ものである。科学者魂ともいうべき心を持った
研究者が少しはいて欲しいと願うのは贅沢なこ
とだろうか。
　学問の春に酔い　学問の夏に汗し
　学問の秋に悩み　学問の冬に耐う

科学者 と 研究者

独立行政法人農業生物資源研究所
　　理事長　 岩　渕  雅　樹
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１　研究の背景・ねらい

　平成14年12月政府は、地球温暖化防止、循環
型社会の形成、競争力ある戦略的産業の育成及
び農林漁業・農山村の活性化を図るため、エネ
ルギーや製品としてバイオマスを総合的に最大
限利活用する社会を早期に実現するための道筋
として「バイオマス・ニッポン総合戦略」を閣
議決定しました。
　こうしたなか、本戦略に即し、バイオマスを
持続的に利活用していくためには、その生産・
収集・変換・利用の各段階が有機的につながり、
全体として経済性がある循環システムを構築す
ることが重要となっています。
　このため、本研究では、従前より個別のバイ
オマスの変換・利用技術の開発を中心に取り組
んできたところですが、新たに、バイオマスの
地域循環利用システム化技術の開発、多段階利
用による地域モデルの構築及びその実証に取り
組み、バイオマスの総合利用による地域循環シ
ステムの実用化を推進することとしました。

２　研究内容

（1）バイオマスの変換・利用技術の開発

　バイオマスごとの特性を踏まえ、以下とおり、
マテリアルやエネルギーへの変換・利用技術の
開発に取り組んでいます。
① 食品廃棄物等の革新的な減量化・循環利
用技術の開発
② 家畜排せつ物等に関する革新的な循環利
用技術の開発
③ 作物資源由来の工業原材料生産技術の開
発

　16年度から新たに取り組む主な課題は、以下
のとおりです。

 ・乳酸生成糸状菌によるバイオマス多段階利

用技術の開発（北海道農研センターほか）
 ・林産残さ、食品残さ等未利用バイオマスの
循環・利用システムの開発（九州沖縄農研
センターほか）

 ・水産加工残さ由来コラーゲンの高品質化と
利用技術開発（水産総研・中央水研ほか）

（2）バイオマスの総合利用による地域循環シス

テムの実用化（拡充）

① 循環利用システム化技術の開発
　地域におけるバイオマス利用のためのビ
ジョン策定に資するため、マテリアルフロー
（発生・移動・需要量等）から、地域を診断
するためのソフト（モデル）等を開発します。
② 多段階利用による地域モデルの構築（新
規）
　「バイオマス・ニッポン総合戦略」に掲げ
られたバイオマス利活用市町村注）の構築目標
（500市町村程度、22年度）の達成に資するた
め、16年度から新たに、バイオマスの地域性
を考慮しつつ、個別技術を最適に組み合わせ
た多段階利用による地域モデルの構築とその
経済面・環境面の評価を行います。
注）廃棄物系バイオマスを90％以上（炭素量換算）
または未利用バイオマスを40％以上（同）利活

用するシステムを有する市町　
③ 地域モデルの実証（新規）
　16年度から新たに、バイオマス利活用地区
の実現可能性（ＦＳ）調査を行うとともに、
バイオマス変換プラントの実用化試験を通じ
た地域モデルの実証を行います。
　なお、地域モデルの実証課題は、これまで
の研究実績や地域の協力体制等を踏まえ、表
のとおり決定しました。

農林水産バイオリサイクル研究

研究開発課
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３　研究実施主体

　（独）農業・生物系特定産業技術研究機構、（独）
農業生物資源研究所、（独）農業環境技術研究所、
（独）農業工学研究所、（独）食品総合研究所、（独）
国際農林水産業研究センター、（独）森林総合

研究所、（独）水産総合研究センター、（独）北
海道開発土木研究所、都道府県、大学、民間等

４　研究実施期間及び平成16年度予算額

　　平成12～ 18年度、1,260百万円
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　遺伝子組換え作物を用いた栽培実験の生物多
様性影響のおそれがないことについては、カル
タヘナ法（注）による第１種使用規程の承認を通
じ確保される仕組みとなっています。
　この生物多様性影響のおそれがないことの確
保とは別に、同種栽培作物等との交雑や混入の
防止、情報提供などについては、これまでは独
立行政法人毎に個別の対応がとられていたとこ
ろです。
　このため、農林水産省所管の独立行政法人が
カルタヘナ法に基づき承認された第１種使用規
程に沿って実施する栽培実験を対象として、そ
の栽培実験が国民の理解の下で円滑に行えるよ
う、遺伝子組換え作物の栽培実験上の留意点及
び情報提供についての指針を農林水産技術会議
事務局長が策定することとし、昨年11月より、
｢第１種使用規程承認組換え作物栽培実験指針｣
検討会（鈴木昭憲座長。以下｢検討会｣という。）
を開催して検討を重ねてきたところです。

　今般、検討会の結果を踏まえ、｢第１種使用
規程承認組換え作物栽培実験指針｣（以下｢指針」
という。）を策定いたしましたのでお知らせし
ます。
　指針については、農林水産省が所管する独立
行政法人に通知した他、関係する行政機関、団
体等にも広く参考として通知しております。
　指針は農林水産省が所管する独立行政法人以
外の試験研究機関でも、その円滑な実施のため
に参考になるものと考えております。
　指針が遵守され、国民理解のもとで円滑な栽
培実験が行われるよう、指針の適正な運用に努
めてまいりますので皆様のご理解をいただきま
すようお願いいたします。
　なお、指針の詳細については、技術会議事務
局のホームページ（http://www.s.affrc.go.jp/）
で掲載しております。
注：カルタヘナ法とは｢遺伝子組換え生物等の使用等の規
制による生物の多様性の確保に関する法律｣をいう。

第１種使用規程承認組換え作物栽培実験指針の策定
技術安全課
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　（独）農業・生物系特定産業技術研究機構九
州沖縄農業研究センターは、委託プロジェクト
研究「地球温暖化が農林水産業に与える影響の
評価及び対策技術の開発」のなかで、長崎総合
科学大学と共同で、小型可搬式・低コスト高効
率を目指した植物系バイオマスの新しい熱・電
エネルギー供給システム「農林バイオマス３号
機」を開発し、本年３月26日から長崎県諫早市
において稼動を開始しました。

〔システムの特徴〕

　本システムの最大の特徴は、高カロリーでク
リーンなガス燃料への変換、小規模でも高い電
力を発生するという、従来にない新しいガス化
（浮遊外熱式）発電方式にあります。ガスの火
炎温度は、メタンやプロパンの火炎温度より高
く、都市ガス同様に加熱用やガスエンジン、ガ
スタービンに使用できます。また、数kWから
数百kWの小型発電では、世界一の発電効率（15
～ 30％）を実現しました。
　具体的には、本試作機では、１時間当たり
50kgの草木本類の植物系バイオマス（乾燥重
量）で50kWの電力が得られ、実用機では、１
トンのバイオマスで1,000kWh/日（家庭約100
世帯分の電力供給）の出力を安定的に供給する
ことが可能となる見込みです。さらに、廃熱を
利用したコ・ジェネレーションシステムを導入
した場合、総合熱効率を70％と見込むことがで
きます。

　なお、実用機のイニシャルコストは50～ 70
百万円（土地代除く）と想定しています。

〔今後の予定〕

　研究終期である平成17年度までに、実用化に
向けた課題の抽出とこの対応策を検討し、実用
機の完成を目指します。また、バイオマス原料
の特性に留意しながら、本システムの適用が効
果的であると考えられる施設（例えば、製材残
材、間伐材を取り扱う各種工場など）を有する
地域への実用機の導入を図る予定です。
　本システムが実用化されることにより、地域
に存在する植物系バイオマスの有効利用が図ら
れ、バイオマスのエネルギー利用による化石資
源の節約、ひいては地球温暖化の防止に役立つ
ものと期待されます。
　なお、詳しくはプレスリリース資料をご参照
下さい。
　http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/2004/0319.htm

　農林水産技術会議事務局は、３月10日（水）
今年度３回目となる国内の主要な新聞社・テレ
ビ局の科学担当の論説委員・解説委員で構成さ

れる「科学論説懇談会」のメンバーとの懇談会
を開催しました。
　懇談会は、石原 葵 農林水産事務次官から最

小型可搬式・低コスト高効率の新しい熱・電エネルギー供給システム

「農林バイオマス３号機」の開発

研究開発課

科学論説懇談会を開催！
技術政策課技術情報室

農林バイオマス３号機
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近の農林水産研究開発や農政の動きを紹介した
挨拶の後、①土肥研究開発企画官から鳥インフ
ルエンザの発生に伴う研究の取組み、②（独）
水産総合研究センター養殖研究所の飯田病害
防除部長からコイヘルペスウイルス病を中心と
したウイルス感染症に対する研究の現状につい
て、また③（独）農業・生物系特定産業技術研
究機構野菜茶業研究所の山本茶機能解析研究室
長から抗アレルギー成分を含有したお茶「べに
ふうき」の開発では、実際に試飲しながら説明
を行うなど､３つの話題提供を行いました｡話題
性の高いテーマでもあることから､鳥インフル
エンザの効果的な防除法等々、各論説委員から
突っ込んだ意見が出され、活発な意見交換が行
われました。
　技術情報室では、この懇談会を定例化し、平
成16年度においても積極的な情報発信に努める
こととしています。

　３月１日（月）、チリ国サンチャゴで標記会
議が開催されました。APEC（アジア太平洋経
済協力）のメンバー国21ヶ国・地域（エコノミー）
のうち16エコノミーが参加し、日本から石毛研
究総務官、植木国際研究課課長補佐他が出席し
ました。
　政策対話では、「知的財産権」と「能力開発」
について、有識者のスピーチと各エコノミーに
よる討議が行われました。

　「知的財産権」に関して、知的財産権（IPR）
の問題は複雑であり人材育成が重要（マレーシ
ア）、ビタミンAを多く含むゴールデンライス
には70のIPRが設定されており勝手に商業化で
きない、IPRはその保護が重要であるが商業化
の障壁となりうることに留意すべき（韓国）等
の指摘がありました。石毛研究総務官からは、
IPRの保護は研究開発投資を促進して農業全体
に利益をもたらす、研究から生まれるIPRの保
護とともに研究が生み出す知的基盤であるグ
ローバル・パブリック・グッズが重要であり、
国際イネゲノム解析プロジェクトの成果はウエ
ブで公開されている、日本は政府機関が保有す
るIPRの民間への移転に取り組んでいる等を発
言しました。
　「能力開発」に関して、昨年12月に６ヶ国34
人の農民等が参加してフィリピンで行われた
GM作物に関するワークショップの報告があ
り、その後各エコノミーによる討議が行われま
した。

ＡＰＥＣ第３回農業バイオテクノロジー
ハイレベル政策対話

国際研究課

懇談会冒頭の石原農林水産事務次官からの挨拶

科学論説懇談会会場

会議に出席した石毛研究総務官（中央左）と
植木課長補佐（中央右）
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　バイテクの安全使用のために能力開発は重要
（メキシコ）、技術の普及を促進するために農民
間の対話が重要（米国）、GMは消費者に受け
入れられておらずIPRに関する能力開発と共に
GMに関するパブリックアクセプタンスが重要
（韓国）等の指摘がありました。石毛研究総務
官から、日本は国際農林水産業研究センターの

研究者招へい等により途上国の能力構築に取り
組んでいる、日本ではGMに関する消費者の理
解が進んでおらず密接なコミュニケーションと
十分な情報提供が必要等と発言しました。
　また、米国の提案により、今後３年間の作業
計画を作成することとなりました。次回の政策
対話は、2005年に韓国で開催されます。

　３月17日（水）、東京・大手町のＪＡホール
において、都道府県、民間企業、大学等の研究者、
普及員や行政担当者、一般の方々など約350名
の参加のもとに、シンポジウムを開催しました。
　石原一郎農林水産技術会議事務局長の開会挨
拶に続いて、宮城大学大学院事業構想学研究科
教授の大泉一貫先生から「世界の米と我が国の
水田農業」と題し、食糧法制定後の米流通の変
化、食糧法改正の動き・経過・背景など米政策
改革大綱の特徴、国際的枠組みで整合性を持っ
た米政策になるには、米政策大綱下での水田農
業のあり方などについて、基調講演をいただき
ました。
　続いて、①（独）農業・生物系特定産業技術
研究機構東北農業研究センター堀末水田利用部
長から「最近のコメ研究の成果～世界への貢献
～」と題して、国際貢献のための研究成果、日
本における品種改良の研究成果などを紹介、②
秋田県立大学生物資源科学部生物環境科学科の
佐藤了教授から「地域の特色を生かした稲作技
術」と題して大潟村における環境保全型農業へ
の取り組みを通じて、地域の農業環境との共生
ができる農家をいかに成り立たせるかなどの紹
介、③埼玉県農林総合研究センター畜産研究所
吉田飼料・加工担当部長から「飼料イネを基本
とした耕畜連携の研究開発」と題して、飼料イ
ネのこれまでの取り組み、開発技術、今後の研
究推進の視点などを紹介、④新潟県農業総合研

究所作物研究センター佐々木栽培科長から「コ
メの多様な利用～新潟県の実例～」と題して、
新潟県での推進方向や先進事例の紹介などを内
容とする講演をいただきました。
　このあと、農林水産技術会議事務局寺島研究
開発企画官をコーディネーターに、講演をいた
だいた４人の専門家をパネリストにして、パネ
ルディスカッションを行いました。基調講演の
内容から「産地は消費者がつくる」をキーワー
ドに、会場の参加者も交え熱心な議論が繰り広
げられました。

21世紀の農林水産技術を展望するシンポジウム

「地域の独自性を生かした水田利用
　－国際コメ年に向けた研究開発－」を開催

技術政策課技術情報室

基調講演を頂い
た大泉一貫教授

４名の専門
家とのパネ
ル デ ィ ス
カッション
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